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地域の担い手農家紹介（川原篤史さん・ルミさん）
　川原篤史さんは、とっとりふるさと就農舎で４期生として農業の基礎を２年間学び、その後就農し、
白ネギ栽培に取り組み、現在は白ネギを主力に年間を通して安定した収穫を行っています。白ネギ
に加え、トマトやサツマイモ等も栽培し、特にサツマイモについては加工品づくりにも挑戦するなど、
付加価値の創出にも力を入れています。就農して３年後には妻のルミさんも就農し、夫婦二人三脚
で経営に取り組む体制を築きました。さらに、就農から９年後には法人化を果たし、経営基盤の強
化と地域に根ざした農業を推進しています。近隣で耕作ができなくなった農地も積極的に借り受け、
農地の集約化を進めるとともに、耕作放棄地の発生防止にも貢献しています。夢は「従業員が誇り
を持って働けて、経営者と従業員が家族を含めて幸せになれる会社作り」。

農業の未来へ、白ネギのように真っ直ぐに農業の未来へ、白ネギのように真っ直ぐに

サツマイモの加工品サツマイモの加工品
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令和８年度　鳥取市農作業標準受委託料
　この表は、市内全般の標準額となっておりますので、実際に受委託を行う際には、作業内容、
地区・集落の慣行等を十分考慮のうえ、当事者の話し合いで決定してください。
　また、農機具によっては、別途回送料が必要となる場合があります。
※燃料価格の高騰分については、価格変動の状況に応じて、当事者間の話し合いにより検討
　いただき決定してください。
　詳細については、農業委員会事務局へお問い合わせください。

　環境不良田（倒伏含む）は５～ 20％増とします。
作　業　名 基準単位 標準額（税込） 摘　　　　要

農 作 業 一 般
（労務賃金） １時間あたり 1,050 円

作業内容により考慮する
最低賃金改定時はそれに準じる
※非課税

草 刈 り 畔 １時間あたり 2,400 円 機械・油代含むフレールモア 10ａあたり 6,350 円

耕 起
整 備 田 10ａあたり 7,350 円 ２回目からは１回目の60％

～ 70％
油代含む未整備田 10ａあたり 8,570 円

代 か き
整 備 田 10ａあたり 6,730 円

油代含む
未整備田 10ａあたり 7,350 円

機 械 田 植
整 備 田 10ａあたり 7,960 円 同時施肥は、20％増 

油代含む未整備田 10ａあたり 9,560 円
あ　ぜ　塗　り 1ｍあたり 74 円

水　稲　防　除 10ａあたり 3,180 円
ブームスプレーヤー、動力噴
霧器等使用の場合 
機械・油代含む
薬剤代は別途

コンバイン
(稲)

整 備 田 10ａあたり 20,220 円 補助員は、受託者で確保 
油代含む 
籾運搬を行う場合は重量・距
離に応じて適宜加算未整備田 10ａあたり 22,440 円

籾 乾 燥
生籾乾燥 10ａあたり 11,960 円 水分含有量により考慮する

油代含む補助乾燥 10ａあたり 6,290 円
籾　　　　　摺 60kgあたり 670 円
大豆コンバイン 10ａあたり 11,020 円
大豆播種・施肥 10ａあたり 6,760 円
大　豆　脱　粒 10ａあたり 3,800 円 機械使用料

梨 袋 か け

ワンタッチ 1,000枚あたり 1,960 円
各地区においての果樹部会等
の組織で取り決めた協定額
※非課税

一重袋止金具付 1,000枚あたり 2,690 円
合せ袋止金具付 1,000枚あたり 3,130 円
時　間　制 １時間あたり 1,050 円

【問い合わせ先】　鳥取市農業委員会事務局　☎ 0857-30-8482
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　令和８年度に向けて、鳥取市は農業者の方を支援する様々な取り組みを行っていきます。そ
の中からいくつかの支援事業を紹介いたします。

鳥取市農業振興事業の紹介

〇 農業生産拡大に向けたスマート農業推進事業
対象となる事業 主 な 支 援 内 容

認定農業者や集落営農組織等が農作業の効率化や
省力化のため、スマート農業機械を整備する場合
など

スマート農業機械（ドローンや直進アシスト機能
付きトラクター等）の導入経費の２分の１以内を
助成。補助上限額は以下のとおり
◦個人450万円まで
◦法人や任意組織1,050万円まで

〇 農産物等販路開拓支援事業
対象となる事業 主 な 支 援 内 容

鳥取県外で行う販路開拓、販路拡大、知名度向上、
消費者ニーズの把握に取り組む場合

販路開拓等に係る経費（旅費、消耗品費、燃料費、
使用料、借上料、配送料）の助成（１／２助成）
◦補助上限額、５万円／年（１事業者)
◦鳥取市主催事業に10日以上出店する場合、
　事業実施年度内で６万円／年（１事業者)

〇 集落営農体制強化支援事業
対象となる事業 主 な 支 援 内 容

一定の要件を満たす集落営農組織が集落営農ビ
ジョンに沿って機械施設を整備する場合など

機械施設の導入経費の２分の１以内を助成
ただし、１組織当たり事業実施期間合計補助上限
額は以下のとおり
◦小規模組織1,050万円まで
◦大規模組織1,800万円まで
※大規模組織とは、目標経営面積概ね20ha以上の
組織とする。

〇 果樹振興対策事業
対象となる事業 主 な 支 援 内 容

梨「新甘泉」等の振興品目の導入、施設整備、防
災・減災対策を行う場合

新植・改植、果樹棚・かん水施設及び防風ネット
の整備等に係る経費の助成（１／３～２／３助成）

柿「輝太郎」、柿・ぶどう・桃の振興品種の導入、
施設整備を行う場合

新植・改植、果樹棚・かん水施設及び防風ネット
の整備等に係る経費の助成（１／３～２／３助成）

産地で守り次の生産者へ継承する「やらいや果樹園」
を整備し、梨、ぶどう等の振興品種を導入する場合

新植・改植及び施設整備に係る経費の助成（１／
６～３／４助成）

機械の共同利用、オペレータ体制を整備して、廃
園化防止、抵コスト化、産地維持に取り組む場合

機械購入（スピードスプレイヤー、草刈モア等）
に係る経費助成（１／３助成)

　この他にも支援事業がございますので、お問い合わせください。
　【問い合わせ先】　鳥取市農政企画課　☎ 0857-30-8304・8305
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日本型直接支払制度について日本型直接支払制度について

農業振興地域整備計画の全体見直しを行います農業振興地域整備計画の全体見直しを行います

　地域共同で行う、多面的機能を支える
活動や、地域資源（農地、水路、農道な
ど）の質的向上を図る活動を支援しま
す。
【対象となる組織】

○農業者及びその他の者（地域住民、
団体など）で構成される活動組織な
ど

【対象となる活動】
○農地維持支払…農地法面の草刈り、

水路の泥上げ、農道の路面維持など
○資源向上支払…水路、農道、ため池

の軽微な補修、景観形成や生態系保
全、鳥獣被害防止対策、田んぼダム
（水田の雨水貯留機能強化）など

　老朽化が進む水路、農道などの長寿
命化のための補修など

高めよう地域協働の力！
多面的機能支払交付金のご案内
農業・農村活性化のための交付金をご活用ください！ 　農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、

農用地を維持・管理していくための取決め（協定）を締結し、それ
にしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を
交付する制度です。
【対象者】

集落等を単位とする協定を締結し、５年間農業生産活動等を継
続する農業者等

【主な対象農用地】
　急傾斜地
　（田：1/20以上、畑15°以上）
　緩傾斜地
　（田：1/100以上1/20未満、
　 畑８°以上15°未満）
【対象となる活動】

〇耕作放棄の防止等の活動…担い手の確保、法面保護、鳥獣被害
防止など

〇水路・農道等の管理活動…農道の草刈り、水路の泥上げなど
〇多面的機能を増進する活動…景観作物の作付、周辺林地の管理

など

中山間地域等直接支払制度の
募集について（第６期対策）

活動開始をされる場合は、事前に担当者にご相談のうえ、６月30日までに活動計画書を提出してください。
【問い合わせ先】鳥取市農村整備課総務係（☎ 0857-30-8316）又は最寄りの総合支所産業建設課

《農業振興地域整備計画について》
　鳥取農業振興地域整備計画の全体見直しを令和８年から令和９年にかけて行います。
　農業振興地域整備計画とは「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて農業の健全な発展
を目指し農地の効率的な利用を図り、農業振興のための各種施策を計画的に実施するために定め
た計画となります。
　この計画により、今後10年間を見通し、農用地として確保・利用する土地を「農用地区域」
として設定しています。

《農用地区域の除外等の申し出の受付停止について》
　農用地区域に指定されている農地は原則的に他の用途として利用することができません。ただ
し一定の要件をすべて満たす場合に限り、農用地区域の変更の申し出をすることで他の用途で利
用することが可能です。
　しかし、この計画の見直し期間中につきましては、下記のとおり申し出の受付を停止します。
現在、農用地区域からの除外手続き等をご検討されている方はご注意ください。
 　ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

《受付を停止する期間》
　令和８年２月６日（金）から令和９年５月５日（水）まで（予定）
　（注意）受付停止期間については、作業の進捗状況によっては変更する場合があります。

【問い合わせ先】鳥取市農政企画課農政係　☎ 0857-30-8302
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農地貸借の手続きをご利用ください農地貸借の手続きをご利用ください
農地の貸し借りは、原則として農地中間管理事業による貸借手続きが必要です。
※貸主と借主の相対の契約による貸借手続き（利用権設定等促進事業）は、令和７年３月末で
　廃止されましたが、現在設定してある利用権は、契約期間満了日まで有効です。

１．農地中間管理事業による貸借とは
　貸主と借主の間に農地中間管理機構が入った三者契約です。

 ※農地中間管理機構：公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構

２．農地中間管理事業の手続きの流れ
①　三者契約に必要な契約書等を農政企画課または総合支所産業建設課で受け取り、貸主・借

主とも必要事項を記入・押印してご提出ください。
②　農業委員会の意見を聴いた後に公告し、契約開始となります。
　　（受付から約３か月後の開始となります。）

　令和７年１月から令和７年12月までに締結（公告）された賃貸借における賃借料水準（10
ａあたり）は、以下のとおりとなっております。　　　　　　　　　　 （年間　10ａあたり）

＊１　賃貸借及び使用貸借の件数は、それぞれ集計に用いた筆数です。
＊２　物納（米１俵等）及び特殊な取引に係るものは、集計から除外しています。
＊３　金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としています。

地　　　域 地目 平均額 最高額 最低額 賃貸借の件数 使用貸借(無償)の件数
（左欄の数値には含まれていません）

鳥 取 地 域 
（旧鳥取市） 田 4,500円 10,000円 1,000円 279件 328件

東 部 地 域 
（国府・福部） 田 3,200円 5,900円 700円 272件 31件

南 部 地 域 
（河原・用瀬・佐治） 田 4,400円 10,000円 1,000円 93件 76件
西 部 地 域 

（気高・鹿野・青谷） 田 4,100円 10,000円 800円 203件 170件

（参考）鳥取市全域 田 4,000円 － － 847件 605件

鳥取市　農地の賃借料情報鳥取市　農地の賃借料情報

〈 農地中間管理事業による貸借のイメージ 〉

農地を貸したい人
（貸　主） 農地中間管理機構 農地を借りたい人

（借　主）

３．注意事項
①　農農地の受け手が決まっていない場合や、契約条件が調整できていない場合は、受付がで

きませんのでご注意ください。
②　契約条件については、貸主と借主でよく話し合って決めてください。

　【問い合わせ先】　鳥取市農政企画課担い手支援係　☎ 0857-30-8305
※鳥取市は、機構から業務の委託を受けて、窓口業務等を行っています。

借　受借　受

賃　料賃　料 賃　料賃　料

転　貸転　貸
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、
年
一
回
の
農
地
利
用

状
況
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
結

果
、
現
に
森
林
原
野
の
様
相
を
呈
し
て
お

り
、
農
地
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
物
理

的
に
困
難
な
荒
廃
農
地
を
対
象
に
、
農
地

法
第
二
条
第
一
項
の
農
地
に
該
当
し
な
い

旨
の
「
非
農
地
判
断
」
を
行
っ
た
後
、
所

有
者
に
対
し
「
非
農
地
通
知
書
」
を
送
付

し
ま
す
。

　
「
非
農
地
」
と
判
断
さ
れ
た
土
地
に
つ

い
て
は
、
今
後
は
農
地
法
の
規
制
の
対
象

外
の
土
地
と
な
り
ま
す
の
で
、
関
係
各
機

関
に
対
し
、
鳥
取
市
農
業
委
員
会
か
ら
そ

の
旨
を
通
知
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、「
非
農
地
」
と
判
断
さ
れ
た
土

地
は
、
左
記
の
取
り
扱
い
と
な
り
ま
す
。

〇
登
記
地
目
の
変
更
が
可
能
に
な
り
ま

す
。

　
「
非
農
地
通
知
書
」
を
添
付
し
、
法
務

局
で
地
目
変
更
登
記
申
請
を
行
う
こ
と

で
、
登
記
地
目
を
農
地
以
外
（
山
林
や
雑

種
地
な
ど
）
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
変
更
後
の
登
記
地
目
は
、
法
務
局
の

○
農
業
者
年
金
受
給
の
方
に
は
、
毎
年
五

月
下
旬
に
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基

金
よ
り
、
ご
自
宅
へ
「
農
業
者
年
金
受
給

権
者
現
況
届
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

六
月
末
ま
で
に
農
業
委
員
会
事
務
局
又

は
各
総
合
支
所
産
業
建
設
課
の
各
窓
口
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
代
理
人
に
よ
る
提

出
も
可
能
で
す
。

〇
受
給
者
の
住
所
変
更
や
死
亡
の
際
は
、

速
や
か
に
届
け
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

転
居
等
に
よ
る
住
所
変
更
や
年
金
受
取
金

融
機
関
を
変
更
す
る
場
合
は
、
Ｊ
Ａ
又
は

農
業
委
員
会
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
受
給
者
の
方
が
死
亡
さ
れ
た
場

合
は
、
遺
族
の
方
が
速
や
か
に
死
亡
届
を

Ｊ
Ａ
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
提
出
が
遅

れ
る
と
、
過
払
い
と
な
っ
た
年
金
の
返
納

が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

〇
経
営
移
譲
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

へ
　

農
地
の
賃
借
の
相
手
方
の
変
更
や
、
農

地
転
用
な
ど
の
予
定
が
あ
る
場
合
は
、
必

ず
事
前
に
農
業
委
員
会
へ
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

判
断
に
よ
り
決
定
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
鳥
取
市
で
は
、
所
有
者
へ
「
非

農
地
通
知
書
」
を
送
付
し
た
後
、
所
有
者

か
ら
非
農
地
判
断
に
つ
い
て
の
異
議
申
立

が
な
け
れ
ば
、
地
目
変
更
登
記
申
請
を
鳥

取
市
長
の
職
権
で
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
地
目
変
更
登
記
に
関
し
て
所
有
者

の
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆令和８年４月１日より購読料が
　改定となりました。
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全
国
農
業
新
聞
は
、
地
域
農
業
者

の
代
表
機
関
で
あ
る
農
業
委
員
会

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
発
行
す
る
農
業
専

門
紙
で
す
。
農
政
・
農
業
・
農
村
を

め
ぐ
る
最
新
の
動
向
や
課
題
を
タ
イ

ム
リ
ー
に
伝
え
、
現
場
に
役
立
つ
情

報
を
幅
広
く
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　
紙
面
は
オ
ー
ル
カ
ラ
ー
八
ペ
ー
ジ

構
成
。
分
か
り
や
す
く
充
実
し
た
内

容
で
、
一
般
紙
と
併
せ
て
読
む
併
読

紙
と
し
て
も
お
す
す
め
で
す
。

　
購
読
申
し
込
み
は
農
業
委
員
会
事

務
局
ま
で
。
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
ご
購

読
く
だ
さ
い
。
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